
令
和
元
年
六
月
十
二
日
提
出

質
問
第
二
一
七
号

住
宅
用
火
災
警
報
器
が
抱
え
る
課
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

緑

川

貴

士
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住
宅
用
火
災
警
報
器
が
抱
え
る
課
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
二
〇
〇
六
年
に
義
務
付
け
ら
れ
て
か
ら
、
現
在
の
設
置
率
は
全
体
で
八
割
を
超
え
て
い
る
。

た
し
か
に
、
警
報
器
が
な
か
っ
た
場
合
と
比
べ
、
火
災
百
件
あ
た
り
の
亡
く
な
る
人
の
数
は
六
割
程
度
に
減
り
、
ま
た
消
失
す

る
面
積
の
大
き
さ
も
半
分
程
度
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
警
報
器
設
置
後
も
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
質
問
す
る
。

一

建
物
火
災
で
最
も
多
い
死
亡
原
因
は
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
色
が
な
く
に
お
い
も
な
い
た
め
に
、
一

般
的
な
火
災
警
報
器
で
は
検
知
さ
れ
な
い
と
い
わ
れ
、
煙
よ
り
も
流
れ
る
ス
ピ
ー
ド
、
充
満
す
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
場
合
が

あ
り
、
警
報
器
が
鳴
っ
て
か
ら
で
は
避
難
が
間
に
合
わ
ず
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
で
死
亡
す
る
事
例
が
出
て
い
る
が
、
対
策
を

伺
う
。

二

連
動
型
警
報
器
の
設
置
も
対
策
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
連
動
型
の
場
合
に
は
、
共
同
で
設
置
す
る
参
加
者
全
員
の
同
意
が

必
要
で
あ
る
こ
と
や
、
誤
報
で
あ
っ
た
場
合
の
対
応
を
参
加
者
同
士
で
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
実
際
に
警

報
器
が
鳴
っ
た
時
、
ど
こ
が
火
元
か
が
火
災
発
生
直
後
に
は
わ
か
ら
な
い
た
め
混
乱
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
様
々

な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
普
及
を
図
る
上
で
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。

一



右
質
問
す
る
。

二


